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「指定短期入所生活介護」（介護予防含む）重要事項説明書 

（令和６年 ８月 １日 現在） 

 

当事業所はご契約者に対して、指定短期入所生活介護サービスを提供します。事業所の概要や提供

されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

1. 事業者 

(1) 法人名        社会福祉法人  カトリック京都司教区 カリタス会 

(2) 法人所在地    京都市中京区河原町通り三条上ル下丸屋町 ４２３ 

(3) 電話番号      ０７５－２１１－３０２５ 

(4) 代表者氏名    理事長  井上 新二 

(5) 設立年月      昭和３５年１月２１日 

 

2. 事業所の概要 

(1) 事業所の種類 

① 指定短期入所生活介護事業所・平成１５年１０月１日指定 

② 指定介護予防短期入所生活介護事業所・平成１８年４月１日指定 

 京都府２６７１４００３１１ 

 ※当事業所は、特別養護老人ホーム神の園に併設されています。 

(2) 事業所の目的 

① 社会福祉法人カトリック京都司教区カリタス会の運営理念及び介護保険法の理念に沿い、

高齢者が要介護状態および要支援状態になった場合においても、利用者が可能な限りそ

の居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう短期

入所生活介護サービスを提供することを目的とする。 

(3) 事業所の名称 短期入所生活介護センター  神の園 

(4) 事業所の所在地 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字笛竹４1 番地 

(5) 電話番号等 ＴＥＬ：０７７４－９４－４１２５ ＦＡＸ：０７７４－９３－２３０５ 

(6) 管理者氏名 中谷 和也 

(7) 当事業所の運営方針 

① 利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、短期入所生活介護計画に基づき、その居宅に

おける生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおい

て利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することによ

り、利用者の心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る

ことを目的とする。 



 2

② 事業の実施にあたっては、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居

宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス

又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。 

(8) 営業日および営業時間 

① 営業日 ： 年中無休     受付時間 ： ９時３０分～１８時３０分 

(9) ユニット数及び利用定員   

① ユニット数は１とし、ユニットの名称及び利用定員は、次のとおりとする 

② ユニット名：精北一丁目 利用定員：１４名 （特別養護老人ホーム空床利用は除く） 

(10) 居室等の概要 

① 当事業所では、全室個室・ユニットケア型の短期入所生活介護事業所です。したがって

の居室は基本的に個室になります。また、その他の設備については以下の通りです。 

居室（１人部屋） １４室(1 室 13.2 ㎡) 静 養 室  １室 1 床（兼用） 

共同生活室 １室 医 務 室  １室（兼用） 

浴 槽 一般浴槽 １槽 

特殊浴槽 １槽 

多目的室  ２室（兼用） 

地域交流ホール １室（兼用） 

 

3. 職員体制 

 員   数 業務内容 

管理者 １名 業務状況の把握等管理業務 

生活相談員（管理者兼務１名） ２名 相談業務及びサービスの調整 

管理栄養士（特養兼務） １名 栄養管理業務 

機能訓練指導員（特養兼務） １名 機能回復訓練等 

事 務 員（特養兼務） １名 利用料の精算等事務全般 

看護職員 １名 看護業務 

介護職員（常勤換算 8 名） 8 名 介護業務 

有資格者状況  

資  格 常 勤 非常勤 合 計 資  格 常 勤 非常勤 合 計 

医師（兼務）  ２ ２ 介護支援専門員    

看護師 １  １ 社会福祉士 1  1 

准看護師    介護福祉士 8  8 

理学療法士    社会福祉主事 2  2 

管理栄養士(兼務) １  １ 初任者研修修了 3  3 

    その他    

           ※２つ以上の資格を有するものについては、重複して掲載しています。 
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4. サービス取り扱い方針 

(1) 利用者が、その有する能力に応じて自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活         

を営むことができるよう、短期入所生活介護計画に基づき、利用者の日常生活上の活動につ

いて必要な援助を行うことにより、利用者の日常生活を支援します。 

(2) 各ユニットにおいて利用者がそれぞれ役割を持って生活を営むことができるよう配慮しま 

(3) 利用者のプライバシーの保護に配慮します。 

(4) 職員は、サービスの提供にあたって、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等に

ついて理解しやすいように説明を行います。 

(5) サービスの提供にあたっては、利用者に対する身体拘束その他の行動を制限する行為を行い

ません。ただし、利用者又は他の利用者の生命・身体を保護するために緊急かつやむを得な

い場合において適正な手続きにより行う場合はこの限りではありません。 

(6) 前項のやむを得ず身体等を拘束する場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由を記載するとともに利用者の家族に報告し、情報の開示に

努めます。 

(7) 施設は自ら提供するサービスの質の自主評価を行い、常にその改善を図ります。 

 

5. 短期入所生活介護計画の作成 

(1) 職員は、短期入所生活介護計画の作成実施又は変更に関し、利用者又はその家族に対し当該

計画の内容を説明し同意を得ます。 

(2) 既に居宅サービス計画が作成されている場合は、その内容に沿った短期入所生活介護計画を

作成します。  

(3) 短期入所生活介護計画を作成した際には、当該計画を利用者に交付します。 

 

6. 介護内容について 

(1) 介護に当たっては、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生  

活を営むことを支援するよう、利用者の心身の状況に応じて適切な技術をもって行います。 

(2) 利用者の日常生活における家事を、利用者がその心身の状況等に応じてそれぞれの役割を持

って行うよう適切に支援します。 

(3) 利用者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法に

より、利用者に入浴の機会を提供します。（目安として 1 週間に２回程度） 

(4) 利用者に対し、心身の状況に応じて適切な方法により、排泄の自立について必要な支援を行

います。また、オムツを使用せざるを得ない利用者については、排泄の自立を図りつつ、そ

のオムツを適切に取り替えます。 

(5) 利用者が行う離床、着替え及び整容等の日常生活上の行為を適切に支援します。 
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(6) 食事は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮し提供します。又、状況に応じて適

切な方法により、食事の自立について必要な支援を行います。 

(7) 利用者の生活習慣を尊重した時間に食事を提供するとともに、利用者がその心身の状況に応

じてできる限り自立して食事をとることができるよう必要な時間を確保します。（基本的な食

事時間は朝７：３０・昼１２：００・夜１８：００です） 

(8) 利用者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、利用者が共同 

生活室で食事をとることを支援します。 

(9) 利用者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る機会を提供するとともに、利用者が自律的

に行うこれらの活動を支援します。 

(10) 常に利用者の家族との連携を図るよう勤めます。 

 

7. 勤務体制の確保 

(1) 日中（７：００～２２：００）については、ユニットごとに常時１名以上の介護職員または

看護職員を配置します。 

(2) 夜間及び深夜（２２：００～翌７：００）については２ユニットごとに１名以上の介護職員

または看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置します。 

(3) ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置します。 
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8. 利用料金（介護保険負担割合証によりご負担額が 1 割負担、2 割負担、3 割負担となる） 

 

(1) 地域区分 6 級地（3％→6％）→ 1 単位＝10.33 円 

 

(2) 基本利用単位〔併設ユニット型 (予防)短期入所生活介護〕 

① 施設利用料（１日あたりの単位） 

要 介 護 度 金   額 

要支援１（介護予防） ５２９単位 

要支援２（介護予防） ６５６単位 

要  介  護  １ ７０４単位 

要  介  護  ２ ７７２単位 

要  介  護  ３ ８４７単位 

要  介  護  ４ ９１８単位 

要  介  護  ５ ９８７単位 

 

② 各種加算等 

 介護予防 

加 算 内 容 加 算 額 

送 迎 加 算★ １８４単位／片道 

若年性認知症受入加算★ １２０単位／日 

認知症行動・心理症状緊急対応加算★ ２００単位／日 

併設型：サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ２２単位／日 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） （基本単位＋加算単位）×0.14 

 

 短期入所生活介護 

加 算 内 容 加 算 額 

夜勤職員配置加算（Ⅳ） ２０単位／日 

送 迎 加 算★ １８４単位／片道 

認知症行動・心理症状緊急対応加算★ ２００単位／日 

看護体制加算（Ⅰ） ４単位／日 

看護体制加算（Ⅱ） ８単位／日 

併設型：サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ２２単位／日 

緊急短期入所受入加算★ ９０単位／日 

医療連携強化加算★ ５８単位／日 

長期利用者に対する短期入所生活介護★ -３０単位／日 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） （基本単位＋加算単位）×0.14 

 

※★印は対象者のみ算定        ※ご負担額は介護保険負担割合証で確認 
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③ 食 費／滞在費 

利用者負担段階 

食   費 

居 住 費 
朝食 昼食 夕食 

限度額（一

日） 

第１段階 

350

円 
650 円 600 円 

300 円 ８８０円 

第２段階 600 円 ８８０円 

第３段階① 1000 円 １３７０円 

第３段階② 1300 円 １３７０円 

第４段階 1600 円 ２０６６円 

※滞在費（居住費）とは、建設費・水道光熱費等ユニットの提供を行うにあたって

必要となる費用です。 

 

④ 利用者負担段階 

 食費・滞在費（居住費）については、利用者負担段階に応じて、負担限度額が定め

られています。各利用者負担段階の対象者は次の通りです。 

利用者負担段階 対   象   者 

第１段階 ・市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者 

・生活保護受給者 

第２段階 ・市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所

得金額の合計が８０万以下の方 

第３段階① ・市町村民税世帯非課税であって、利用者負担第２段階以外

の方（課税年金収入が８０万超～１２０万円以下の方な

ど） 

第３段階② ・市町村民税世帯非課税であって、利用者負担第２段階以外

の方（課税年金収入が１２０万超の方など） 

第４段階 ・上記以外の方 （課税世帯） 

    ※ご利用の際は、各市町村から発行される介護保険負担限度額認定証等を確認し、ご利用料

（食費・滞在費）を算出します。認定証等の提示がなければ、標準額（第４段階）のご負

担をいただくことになります。該当すると思われる場合は各市町村までお手続きをお願い

いたします。不明な点がございましたら、生活相談員までお問い合わせください。 

(3) その他利用者の希望によりサービスを利用する際に必要となる料金 

① 理容代（月 1 回第 2、第 3 の月曜日か火曜日）         ２０００円／回 

② レクレーション・行事等の材料費              実 費 

③ クラブ活動参加費 

④ その他、利用者にご負担いただくことが適当と思われる、日常生活上必要となる諸費用         

        実 費 
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(4) 支払方法 

① 当月分の利用料を翌月２７日にご指定の口座よりお引落しにて精算させていただきます。

お支払いを確認させていただいた後、領収書を発行します｡ 

 ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を一

旦お支払いいただきます。要支援または要介護の認定を受けた後、自己負担額を除

く金額が介護保険から払い戻されます。（償還払い）また、居宅サービスの計画が作

成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険

給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付

します。 

 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の

負担額を変更します。 

(5) 利用料金の中止・変更・追加 

① 利用予定期間の前に、ご契約者の都合により、短期入所生活介護サービスの利用を中止

または変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には

サービス実施日前日までに事業者に申し出てください。 

② 利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、

取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。ただしご契約者の体調不

良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。 

 

利用予定日の前日までに申し出があった場合 無  料 

利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 自己負担相当額 

③ サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼動状況により契約者の希望す

る期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議し

ます。 

④ ご契約者がサービスを利用している期間中でも、利用を中止することができます。その

場合、既に実施されたサービスにかかる利用料金はお支払いいただきます。 

 

9. サービス利用に関する留意事項 

(1) 当事業所のご利用にあたって、サービスを利用されている利用者の快適性・安全性を確保す

るため、下記の事項をお守りください。 

(2) 施設・設備の使用上の注意 

① 居室および共用施設・敷地を、その本来の用途に従って利用してください。 

② 故意に、またはわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設・設備を壊した
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り汚したりした場合には、ご契約者に自己負担により原状に復していただくか、または

相当の代価をお支払いいただく場合があります。 

③ ご契約者に対するサービスの実施および安全衛生等の管理上の必要があると認められる

場合には、ご契約者の居室内に立ち入り、必要な措置を取ることができるものとします。

ただし、その場合、ご本人のプライバシー等の保護について、十分な配慮を行います。 

④ 当事業所の職員や他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動・政治活動・営利活

動を行うことはできません。 

(3) サービス利用中の医療の提供について 

① 当施設は医師を配置しておりませんので、診療・診察等を行うことはできません。医療

的な処置を必要とする場合は、主治医の指示により、看護職員が対応させていただきま

すが、処置の内容によっては対応ができない場合もありますので、利用前にご相談くだ

さい。 

② 利用中に体調不良等が起こった場合については、主治医とも相談の上、利用を中止いた

だく場合があります。 

 

10. 苦情の受付について 

(1) 当事業所における苦情の受付 

① 当事業所における苦情やご相談は以下の窓口で受け付けます。 

 苦情受付窓口（担当者） 

a) 施設担当者 中谷和也（神の園生活相談員） 

b) 第三者委員  

連絡先 ０９０－８２１９－４５７６ 

 受付時間   毎週月曜日～土曜日 午前９時００分～午後６時００分 

(2) 行政機関その他苦情受付機関 

① 京都府国民健康保険団体連合会  ＴＥＬ ０７５－３５４－９０１１ 

② 京都府山城南保健所企画調整室  ＴＥＬ ０７７４－７２－４３０１ 

③ 精華町役場福祉課介護保険係    ＴＥＬ  ０７７４－９４－２００４ 

(3) その他 

① 苦情・サービス内容等皆様のご意見をお聞かせ下さい。施設１F エレベーター横に意見

箱を設置しております。 
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11. 緊急時の対応方法 

(1) 利用者に容態の変化等があった場合は、主治医への連絡等必要な処置を講じるほか、ご家族

の方に速やかに連絡します｡ご家族様には緊急時連絡先の登録をお願いいたします。 

① ご家族への連絡は、事後になることもあります。 

 

12. 事故発生時の対応 

(1) 利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者家族及び利用

者に係る居宅介護支援事業者、関係市町村、京都府山城南保健所等の関係機関に連絡を行う

とともに、必要な措置を講じます。また、事故の状況及び事故に際してとった処置を記録し

ます。 

(2) 賠償すべき事故が発生した場合は、できる限り速やかに損害賠償を行います。 

 

13. 協力医療機関 

(1) 協力医療機関は下記に通りです 

① 精華町国民健康保険病院 ＴＥＬ ０７７４－９４－２０７６ 

② 後藤田歯科医院     ＴＥＬ ０７７４－８２－５２６２ 

 

14. 非常災害対策 

(1) 災害時の対応  

① 入所者の安全確保・各機関への連絡連携等、消防（災害）計画を作成し対応しています。 

(2) 防火設備   

・P 型自動火災通報設備   ・消火器        ・非常通報設備  

・誘導灯及び誘導標識   ・補助散水栓設備 ・非難器具 

・スプリンクラー設備   

(3) 防火（防災）訓練      年２回  

(4) 防火管理責任者    齊藤 裕三 

 

15．養成機関等の実習受け入れについて 

  当施設では介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、介護職員初任者研修等の養成機関（大学、

専門学校等）からの依頼を受け、施設見学や現場実習の受け入れを行っています。実習生が利用者、

入居者の方々に対して適切な援助を行えるよう養成機関や当施設従業者により指導を行っていきま

す。なお、実習生も職員と同様に個人情報の取扱いを適正におこなうものとします。 
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契約をする場合は以下の確認をすること 

 

令和    年    月    日 

  

指定短期入所生活介護センターの利用に当たり、利用者に対して契約書および本書面に基づいて、

重要な事項を説明しました。 

 

事業者  

所在地    京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字笛竹４１番地 

名  称    短期入所生活介護センター神の園 

 

説明者    職種   

 

氏名                                         ㊞ 

 

私は、契約書および本書面により、事業者から指定短期入所生活介護の利用についての重要事項の

説明を受け、本書類を一部受領しました。また、本書面記載の利用料及びその他私の希望により生じ

た必要な諸費用について支払いをすることに同意いたします。 

 

利用者 

住  所 

 

 

氏  名                                                 ㊞ 

 

 

保証人 

住  所 

 

 

氏  名                                                 ㊞ 

  

 

本人との続柄 
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指定短期入所生活介護施設利用契約における個人情報使用の同意書 

 

 

１．使用する目的 

①事業者が、介護保険法に関する法令に従い、サービスを円滑に実施するために行うサービ

ス担当者会議等において必要な場合 

②利用者が疾病その他の理由で病院・診療所等の受診や入院する際に必要な情報提供 

③利用者が指定介護老人福祉施設及び老人保健施設等に入所する際に必要な情報提供 

④利用者が在宅サービスを利用される場合に必要な指定居宅介護支援事業所への情報提供 

 

２．使用にあたっての条件 

  ①個人情報の提供は、上記の使用の目的の範囲内で最小限に留め、情報提供の際には関係者

以外に決して漏れることのないよう細心の注意を払うこと。 

  ②事業者は、個人情報を使用した会議、相手方、内容等について記録しておくこと。 

 

３．個人情報の内容（例示） 

  ・氏名、住所、健康状態、病歴、家族状況、その他一切の利用者及びその家族に関する情報 

  ・認定調査票、主治医意見書、介護認定審査会における判定結果の意見等 

・その他の情報 

 

４．使用する期間 

  使用する期間は、本施設利用時に締結する「短期入所生活介護サービス契約書」の契約期間

と同様とする。 

 

 

令和   年   月   日 

 

 

指定短期入所生活介護施設  社会福祉法人カトリック京都司教区カリタス会 

                短期入所生活介護センター神の園      様 

 

私及びその家族の個人情報については、上記に記載するところにより使用することに同意

いたします。 

 

 

利 用 者  住  所 

 

 

 

       氏  名                      ㊞ 

 

 

 

 

上記代理人  住  所 

 

  

 

氏  名                      ㊞   


